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臼井議員の一般質問
の動画　・ＨＰでも

臼井　「世界平和統一家庭連合とその関連団体」（以下統一協会）は霊感

　　商法や高額献金、集団結婚など、信者や家族の人生や生活を破壊し、

　　人権に反する反社会的カルト集団である。市内にもその拠点があり、

　　信者となって被害を受けている方がいる。

　　　政治的には勝共連合として、選挙では各地で統一協会の名前を隠し、

　　相手候補のポスターを破り、誹謗中傷するビラを配る活動もいとわず

　　やるという。昨年の総選挙では、市内でも反共謀略ビラがまかれた。

　　また、特定候補者の投票を指示する内部文書が流れるなど、政治に深

　　く関わってきた。このような統一協会とその関連団体を安曇野市とし

　　てどのように認識しているのか。　　　　　　　　　　　　　　　　

市長　反社会的な行為については反対である。

臼井　過去に市及び教育委員会、

　　指定管理者など関係外郭団体

　　と統一協会との間に、寄附金

　　の受け取り、企画の後援・共

　　催、施設の貸与、広報への広

　　告掲載等の関係があったか。

総務部長　過去３年間確認されて

　　ない。　　　　　　　　　↗

↗ 教育長　地域公民館の令和元年度以降、統一協会の利用はない。教育委

　　員会は、令和３年度に世界平和女性連合長野第２連合会主催の女子留

　　学生日本語弁論大会第20回長野県大会を後援した。地域公民館では、

　　５年間貸与はない。

臼井　今後、市及び教育委員会、指定管理者など関係外郭団体は、統一協

　　会と一切の関係を持つべきではない。決意は。　　　　　　　　　　

市長　今後とも、市民に疑念を持たれないよう十分留意をしていく。　　

教育長　共催・後援の審査に当たっては、これまで以上に慎重に調査・検

　　討する。

臼井　統一協会による被害の相談窓口を開設してはどうか。　　　　　　

市長　従来から霊感商法等の悪質な商法については、市の消費生活センタ

　　ーにおいて注意喚起をしている。　　　　　　　　　　　　　　　　

臼井　被害の状況を把握しているか。　　　　　　　　　　　　　　　　

総務部長　被害と思われる相談は２件寄せられている。

　日本共産党安曇野市議団は、8月26日平林議長に対して、　　　　　　　

①統一協会と関係のある議員は市民に関係を説明すること　　　　　　　

②議員は今後統一協会と一切関係を持たないこと　　　　　　　　　　

　を求める　申し入れをしました。

　会派代表者会で協議し、各会派と議員は、先ごろ、統一した様式で議長

に報告し、安曇野市議会として統一協会に対する確固とした姿勢を示そう

としています。このような取り組みは、県内でも先進的です。　　　　　

　行政も議会もこの問題では協働して、被害者救済と新たな被害を生まな

いための施策を進めていかなくてはなりません。

県内自治体の今後の統一協会との関わり　　　　　　　　　　

上田市　一線を画していく。　　　　　　　　　　　　　　　

千曲市　関りを持たない。寄付・寄贈等の受け取りは辞退する。

山ノ内町　関りを持たない。　　　　小川村　関係を持たない。

南箕輪村　関りは一切持たない。　　小諸市　関係は一切断つ。

中野市　関係は持たないようにする。（NHKNEWSWEB9月2日より）

臼井　市長選挙において、統一協会との関係はあったか。　　　　　　　

市長　一切関係はない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

臼井　市長になってから、統一協会主催の行事・イベントの役員になる、

そこで講演する、挨拶する、メッ

セージや電報を送る、出版物に寄

稿する、取材を受け記事になる、

対談が載ったなどの関係はあった

か。

　野党国対ヒアリングが10月25日国会内で開かれ、前川喜平・元文部科学

事務次官から聞き取りを行いました。前川氏は、質問権を行使しても新た

な事実が分かる可能性はゼロに近いとして、「解散命令請求を速やかに行

うべきだ」と主張しました。

　前川氏は、宗教法人法の質問権は強制力がなく「統一協会が一切何も答

えませんと言っても、１０万円払えばそれで済んでしまう」と述べました。

　前川氏は、２０１５年に統一協会の名称変更が突然認められた際、当時

の下村博文・文部科学相への事前報告が口頭で行われたとは思えないと指

摘。事前・事後の報告資料や、報告時の下村氏の指示を記載したメモ、統

一協会側との応接録など「いろいろな文書があるはずで、なければ（国会

で）答弁できないはず」と語りました。（しんぶん赤旗10月26日付より）

　　＊前川氏は、名称変更当時事務次官と同格かそれに次ぐ文部科学審議

　　　官の職にあった。当時宗務課長が前川氏に名称変更について説明に

　　　来た際、前川氏はＮＯと言っている。（7月28日Yahooニュースより）

臼井　協会による被害の継続や拡大につながった可能性があるとの認識が

　　あれば、市民に対し反省して謝罪すべきではないか。　　　　　　　

教育長　重く受け止めている。今後は一層慎重に審査するよう努めたい。

　　　＊注）福祉教育委員会で臼井議員は、この後援を取り消すべきと質

　　　　　　しましたが、教育部長は、これについて答弁しませんでした。



　９月議会については、日本共産党安曇野市議団ニュースもご覧ください
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臼井　第７波の感染状況は。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保健医療部長　（６月から８月までの状況は表１）、医療機関や介護施設

　　の状況は、市町村別に公表されてない。県内の医療機関や高齢者施設

　　における集団感染も継続してる。（入院等の状況は表２）　　　　　

教育部長　（市立のこども園、幼稚園および小中学校の感染状況は表３）

臼井　国内感染者数は８月後半から減少傾向だが、重症者数は減ってない。

　　死亡者数は、全体的に増える傾向にあった。国の対策が不十分な状

　　況で、安曇野市でも第７波を招いた。これまでの国や県の対策をどの

　　ように評価するか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長　国・県の対策については、一定の評価をしている。　　　　　　　

臼井　今後、早期に第７波を抑止して、早期治療で死亡者を出さない、次

　　の波を起こさない、医療危機を起こさない、そして社会経済活動を回

　　復させるためにどのような対策が必要か。　　　　　　　　　　　　

市長　市長会などを通じて、意見、要望等をしていく。基本的感染予防対

　　策の徹底等を引き続きお願いする。ワクチン接種の体制確保、市民へ

　　の情報提供、円滑な実施を推進する。医療の逼迫を回避する対策は、

　　国・県が主体となって行っており、それに協力したい。関係機関と情

　　報共有し、県の取組を周知するとともに、市民の不安に対応していく。

早くマスクを外したい

臼井　国葬について国民の評価が分かれている（表４）。国民全体に故人

　　への敬意と弔意の強制につながり、憲法が保障する思想及び良心の自

　　由に反すること（下囲み左）、安倍元首相のみを国葬とする合理的な

　　説明がなく、憲法の法の下の平等に反すること（下囲み右）、法的根

　　拠がないことなどの重大な問題があり、中止すべきだ。国葬について、

　　安曇野市として中止を求め、弔旗や半旗の掲揚や葬儀中の黙禱など、

　　弔意の表明も要請もしないことを表明すべきではないか。　　　　　

市長　今、県からは何も来てない。私としては、故人の葬儀に対する弔意

　　の表し方については、個人で判断するべきものであり、行政が強制し

　　ないことがよい。弔旗、半旗の掲揚は、今のところ考えてない。　　

教育長　文部科学省や県教育委員会からの通達等は一切ない。市教育委員

　　会が所管施設に対して、弔意に関する指示や要請も全く行ってない。

　　今後も行うことは考えてない。

　政府は、岸田首相が「葬儀委員長」として、「国葬」当日に「哀悼の

意を表するため、各府省においては弔旗を掲揚するとともに、葬儀中の

一定時刻に黙とうすることとする」と決定（８月３１日）

　国家公務員に弔旗の掲揚や黙とうなどの行為が指示され、より強力に

弔意の表明を強要することが想定される。また、特定の政治的思想など

が内在する儀式に従事させられることにより、「全体の奉仕者」である

国家公務員が「一部の奉仕者」に変質するおそれもある。

　　　　　　　（日本国家公務員労働組合連合会書記長談話7月22日）

　岸田首相は8月10日、「国葬」を「故人に対する敬意と弔意を国全体と

して表す儀式」と述べた。この「国」には、国民主権の日本では「国民」

の意味があるので、敬意と弔意を表す「国民全体」に含まれたくない国

民にとっては強制になる。 　今回は政治学者らで内閣から

独立した第三者委員会を組織

し、特別扱いに値する功績があ

るかを認定してもらう必要があ

る。法的根拠がないとの批判は、

客観的基準や独立した委員会の

審査手続きが法律などに定めら

れていないことを指摘するもの

と理解できる。　　　　　　　

（信毎デジタル8月31日東京都立

大　木村草太教授より）


